
在宅勤務に関連した

費用負担に関する

税務処理回&

企
業
が
所
有
す
る
パ
ソ
コ

ン
等
を
従
業
員
に
貸
与
す
る

場
合
は
、
給
与
課
税
と
な
り
ま
せ
ん
。

一
方
で
、
企
業
が
所
有
す
る
パ
ソ
コ
ン

等
を
従
業
員
に
支
給

（所
有
権
が
従
業

員
に
移
転
。
返
却
も
不
要
）
す
る
場
合

は
給
与
課
税
と
な
り
ま
す

（国
表
２
）。

な
お
、
パ
ソ
コ
ン
等
を

「支
給
」
と
い

う
形
で
従
業
員
に
配
付
し
て
も
、
従
業

員
が
パ
ソ
コ
ン
等
を
自
由
に
処
分
で
き

ず
、
業
務
に
使
用
し
な
く
な
っ
た
と
き

は
企
業
に
返
却
す
る
場
合
は

「貸
与
」

と
考
え
、
給
与
課
税
と
は
な
り
ま
せ
ん
。

在
宅
勤
務
に
通
常
必
要
な

費
用
の
精
算
方
法
は
、
以
下

の
区
分
に
応
じ
て
次
の
方
法
が
考
え
ら

れ
ま
す
。

い
　
従
業
員
に
賞
与
す
る
パ
ソ
コ
ン
等

を
新
た
に
購
入
す
る
場
合

①
　
企
業
が
従
業
員
に
金
銭
を
仮
払
い

し
た
後
、
従
業
員
が
パ
ソ
コ
ン
等
を

購
入
し
、
領
収
書
等
を
企
業
に
提
出

し
て
購
入
費
用
を
精
算

（超
過
金
額

を
返
還
）
す
る
方
法

②
・　
従
業
員
が
パ
ソ
コ
ン
等
を
立
替
払

い
で
購
入
し
、
領
収
書
等
を
企
業
に

提
出
し
て
購
入
費
用
を
受
領
す
る
方

法な
お
、
①
②
い
ず
れ
の
方
法
で
購
入

し
て
も
、
「
パ
ソ
コ
ン
等
の
所
有
権
を

支綸

企業

従
業
員
が
有
す
る
場
合
」
は
貸
与
に
該

当
せ
ず
、
給
与
課
税
と
な
り
ま
す

（現

物
給
与
）。

た
と
え
ば
、
企
業
が
従
業
員
に
Ю
万

円
を
仮
払
い
し
、
従
業
員
は
パ
ソ
コ
ン

等
を
８
万
円
で
購
入
し
て
企
業
に
２
万

円
を
返
還
し
た
と
し
ま
す
。
こ
の
場

合
、
在
宅
勤
務
終
了
後
に
企
業
に
パ
ソ

コ
ン
等
を
返
却
し
な
い
と
、
８
万
円
が

給
与
課
税
と
な
り
ま
す
。

②
　
通
信
費
や
電
気
料
金
を
精
算
す
る

場
合

③
　
企
業
が
従
業
員
に
金
銭
を
仮
払
い

し
た
後
、
従
業
員
が
家
事
部
分

（生

活
費
）
を
含
め
て
負
担
し
た
通
信
費

や
電
気
料
金
に
つ
い
て
、
業
務
の
た

め
に
負
担
し
た
部
分
を
合
理
的
に
計

算
し
、
そ
の
計
算
し
た
金
額
を
企
業

に
報
告
し
て
精
算

（超
過
金
額
を
返

還
）
す
る
方
法

②
　
従
業
員
が
家
事
部
分
を
含
め
て
負

担
し
た
通
信
費
や
電
気
料
金
に
つ
い

て
、
業
務
の
た
め
に
使
用
し
た
部
分

を
合
理
的
に
計
算
し
、
そ
の
計
算
し

た
金
額
を
企
業
に
報
告
し
て
業
務
の

た
め
に
使
用
し
た
部
分
の
金
額
を
受

領
す
る
方
法

な
お
、
側
の
①
、
②
の
Ｏ
の
場
合
、

企
業
が
従
業
員
に
在
宅
勤
務
手
当
を
支

給
し
、
業
務
使
用
部
分
を
超
過
し
た
金

額
を
返
還
し
な
い
場
合
で
も
、
給
与
課

回
法
で
行
な
う
の
か
？

図表2 事務用品等の支綸と給与課税のイメージ

(1)企業所有の事務用品等を賞与する場合 (要返却)

在
宅
勤
務
に
通
常
必
要
な
費

用
の
精
算
は
、
ど
の
よ
う
な
方

賞与

企業
返却

(2)企業所有の事務用品奉を支給する場合 (返却不要)

ｏ衛ＨⅢⅢ
鱒

・衛Ｈ＝Ⅲ
鱒

在宅勤務を導入した場合、その費用負担についてト

ラブルが生じやすいとされています。そこで、税制

面の取扱いについてQ&A形式で解説します。

平井会計事務所

税理士

平 井 満 広

図表 河 在宅勤務手当と給与課税のイメージ

(1)在宅勤務に必要な費用を実費精算する場合

e |■■

●

企業

働
き
方
改
革
や
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
の
感
染
拡
大
防
止
の
観
点
か
ら
、
在

宅
勤
務

（テ
レ
ワ
ー
ク
）
を
導
入
す
る

企
業
が
増
え
て
い
ま
す
。

在
宅
勤
務
に
か
か
る
費
用
を
企
業
が

負
担
し
た
場
合
の
税
務
の
取
扱
い
に
つ

い
て
、
国
税
庁
は

「在
宅
勤
務
に
係
る

費
用
負
担
等
に
関
す
る
Ｆ
Ａ
Ｑ
」
を
令

和
３
年
１
月
に
公
開
し
ま
し
た
。

こ
こ
で
は
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
解

説
し
ま
す
。

算
で
支
給
す
る
場
合
は
、
給
与
課
税
と

な
り
ま
せ
ん
。

一
方
で
、
在
宅
勤
務
手
当

（在
宅
勤

務
に
通
常
必
要
な
費
用
と
し
て
使
用
し

な
か

つ
た
場
合
で
も
返
金
し
な
い
も

の
）
と
し
て
、
定
額
の
金
銭
を
従
業
員

に
支
給
す
る
場
合
は
、
給
与
課
税
と
な

り
ま
す

（図
表
１
）。

た
と
え
ば
、
渡
切
り

（使
途
不
問

・

精
算
不
要
）
で
毎
月
５
０
０
０
円
を
支

給
し
た
場
合
は
、
５
０
０
０
円
全
額
が

給
与
課
税
と
な
り
ま
す
。

税
と
な
る
の
は
超
過
金
額
部
分
の
み
と

な
り
ま
す
。

た
と
え
ば
、
企
業
が
従
業
員
に
在
宅

勤
務
手
当
を
５
０
０
０
円
支
給
し
、
従

業
員
は
在
宅
勤
務
費
用
と
し
て
３
０
０

０
円
の
み
使
用
し
た
が
、
超
過
金
額
２

０
０
０
円
は
企
業
に
返
還
し
な
か
つ
た

と
し
ま
す
。

こ
の
場
合
、
在
宅
勤
務
費
用
と
し
て

使
用
し
た
３
０
０
０
円
は
給
与
課
税
さ

れ
ず
、
超
過
金
額
の
２
０
０
０
円
の
み

給
与
課
税
と
な
り
ま
す
。

A

通
信
費
の
う
ち
在
宅
勤
務
に

使
用
し
た
部
分
の
金
額
は
、
以

下
の
区
分
に
応
じ
て
次
の
方
法
で
計
算

し
ま
す
。

ω
　
電
話
料
金

①
　
通
話
料

通
話
料

（後
述
の
基
本
使
用
料
を
除

く
）
に
つ
い
て
は
、
業
務
の
た
め
の
通

話
料
金
を
通
話
明
細
等
で
確
認
し
、
そ

の
金
額
を
従
業
員
に
支
給
す
る
場
合

は
、
給
与
課
税
と
な
り
ま
せ
ん
。

な
お
、
業
務
の
た
め
の
通
話
を
頻
繁

に
行
な
う
業
務

（営
業
担
当
や
出
張
サ

ポ
ー
ト
担
当
等
企
業
が
認
め
る
業
務
）

回
企
業
が
在
宅
勤
務
手
当
を
従

業
員
に
支
給
し
た
場
合
は
、
給

与
課
税
と
な
る
の
か
？

企
業
が
在
宅
勤
務
に
通
常
必

要
な
費
用
を
従
業
員
に
実
費
精

閃
Ш
】

パ
灯
瑞
邪
鞘

（
宅

勃
鵜
臆
翻
黎
税

を
従
業
員
に
支
給
し
た
場
合
は
、
給
与

課
税
と
な
る
の
か
？

企業

・〔ＨＶ＝
鶴

●衛ＨⅢ田
鱒

(2)在宅勤務手当として毎月定額を支給する場合

(返還不要)

定額支綸

閃
Ш
】

を
封
鰈
姫
郡
漿
拠
一
敵
魏
婦
簾

の
使
用
部
分
は
ど
の
よ
う
に
計
算
す
れ

ば
よ
い
か
？

A

A
給与課税なし

A

給与課税あり

A

綸与課税なし

給与課税あり
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に
従
事
す
る
従
業
員
に
つ
い
て
は
、
通
話

明
細
等
の
確
認
に
代
え
て
、
図
表
３
の

算
式
に
よ
り
算
出
し
た
金
額
を
、
業
務

の
た
め
の
通
話
料
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。算

式
中
の

「
ち
」
は
、
１
日
２４
時
か

ら
平
均
睡
眠
時
間
８
時
間
を
除

い
た
時

間

（
１６
時
間
）
の
う

ち
、
労
働
時

間

（法
定
８
時
間
）
の
占
め
る
割
合
を
仮

定
し
て
算
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
な
お
算

式
に
よ
ら
ず
、
よ
り
精
緻
な
方
法
で
算

出
し
た
金
額
を
業
務
の
た
め
に
使
用
し

た
金
額
と
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

②
　
基
本
使
用
料

基
本
使
用
料
等
に
つ
い
て
は
、
業
務

の
た
め
に
使
用
し
た
部
分
を
合
理
的
に

計
算
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え

ば
、
図
表
３
の
算
式
に
よ
り
算
出
し
た

金
額
を
企
業
が
従
業
員
に
支
給
す
る
場

合
は
、
給
与
課
税
と
な
り
ま
せ
ん

（事

例
１
）。

②
　
イ
ン
タ
ー
ネ
ツ
ト
接
続
通
信
料

基
本
使
用
料
や
デ
ー
タ
通
信
料
等
に

つ
い
て
は
、
業
務
の
た
め
に
使
用
し
た

部
分
を
合
理
的
に
計
算
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

た
と
え
ば
、
図
表
３
の
算
式
に
よ
り

算
出
し
た
金
額
を
企
業
が
従
業
員
に
支

給
す
る
場
合
は
、
給
与
課
税
と
な
り
ま

せ
ん
。
た
だ
し
、
従
業
員
本
人
が
所
有

す
る
ス
マ
ー
ト
フ
オ
ン
の
本
体
の
時
人

代
金
や
業
務
の
た
め
に
使
用
し
た
と
認

め
ら
れ
な
い
オ
プ
シ
ョ
ン
代
等

（音
楽

動
画
等
の
定
額
利
用
料
等
）
を
企
業
が

負
担
し
た
場
合
は
、
そ
の
金
額
は
給
与

課
税
と
な
り
ま
す

（事
例
２
）。

従
業
員
が
負
担
し
た
電
気
料

金
を
支
給
す
る
場
合
、
在
宅
勤

務
の
使
用
部
分
は
ど
の
よ
う
に
計
算
す

れ
ば
よ
い
か
？

電
気
料
金

（基
本
料
金
や
電

気
使
用
料
）
に
つ
い
て
は
、
業

務
の
た
め
に
使
用
し
た
部
分
を
合
理
的

に
計
算
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

た
と
え
ば
、
国
表
４
の
算
式
に
よ
り

算
出
し
た
金
額
を
、
企
業
が
従
業
員
に

支
給
す
る
場
合
は
、
給
与
課
税
と
な
り

ま
せ
ん
。
算
式
の

「
特
」
は
、
図
表
３

と
同
じ
考
え
方
で
す
。
算
式
に
よ
ら

ず
、
よ
り
精
緻
な
方
法
で
算
出
し
た
金

額
を
業
務
の
た
め
に
使
用
し
た
金
額
と

す
る
こ
と
も
で
き
ま
す

（事
例
３
）。

【
Ｗ
Ｈ

レ
４
蝶
回
穂
翡
刺
窃
障
割
揮
徹

業
員
に
支
給
し
た
場
合
は
、
給
与
課
税

と
な
る
の
か
？

図表3 業務のために使用した通話料等の算式

図表4 業務のために使用した電気使用料等の算式

自
宅
に
在
宅
勤
務
を
す
る
ス

ペ
ー
ス
が
な
い
従
業
員
に
対
し

て
、
自
宅
近
く
の
レ
ン
タ
ル
オ
フ
イ
ス

等
で
在
宅
勤
務
す
る
こ
と
を
認
め
て
い

る
場
合
、
次
の
い
ず
れ
の
方
法
で
あ
っ

て
も
給
与
課
税
と
な
り
ま
せ
ん
。

①
　
企
業
が
従
業
員
に
金
銭
を
仮
払
い

し
た
後
、
従
業
員
が
領
収
書
等
を
企

業
に
提
出
し
て
費
用
を
精
算
す
る
方
法

②
　
従
業
員
が
立
替
払
い
で
費
用
を
負

担
し
、
領
収
書
等
を
企
業
に
提
出
し

て
費
用
を
受
領
す
る
方
法
　
　
　
（
）

ひ
ら
い
　
み
つ
ひ
ろ
　
平
井
会
計
事
務
所
代
表
．
ズ
ム
計
を
遜
し
て
人
を
辛
せ
た
す
る
一
を

モ
ッ
ト
，
ｒ
、
中
小
企
来
の
経
常
改
善
や
税
務
相
談
に
力
を
入
れ
て
い
る

在宅勤務 日致

該当月の日教

その従業員の

'か

月の
従業員が負担した iか月の

基本使用料や通話料等

素務のために使用した

基本使用料や

通話料寺

【事例1:電話料金の在宅勤務費用の計算】

(問)2月 に在宅勤務を14日 行なった従業員が、月額 1万円の通

信料 (通話料と基本使用料の合計)を 負担した。在宅勤務の

業務に使用した部分の金額はいくらか?

(答)10,000円 x14日 /28日 x1/2=2,500円

【事例2:インターネット接続通信料の在宅勤務費用の計算】

(間)4月 に在宅勤務を15日行なった従業員にスマートフォン料金の

補助として5,000円 を支イ合した。従業員が負担したスマートフォ
ン料金は以下のとおりだが、給与課税となる金額はいくらか?

基本使用料 :3.000円 (3GBま で無料)

・データ通信料 :1,000円 (3GB超過分)

,業務使用にかかる通話料 :l,000円 (通話明細書より)

(答)① 業務のための通話料 :1,000円

② 業務のための通信料 :

(3,000円 +1,000円 )x15日 /30日 x1/2‐ 1,000円

31 給与謀税の金額 :5,000円 ―O―②=3,000円

在宅勤務日数

該当月の日救

業務少にうに長詞した

部屋の床面積

自宅の床面積

葉岳のために使脅しt
基本樹

'電

貫臨 卜1手

従実員が負担した,,ヽヨの

基本引や電気使用樹宇

【事例3:電気料金の在宅勤務費用の計算】
(間)4月 に在宅勤務を15日 行なった従業員に電気料金の補助と

して5,000円 を支給した。従業員が負担した電気料金は以
下のとおりだが、給与課税となる金額はいくらか?  、

電気料金 :]0,000円

自宅の床面積 :80浦

業務のために使用した部屋の床面積 :20市

(答)① 業務のための電気料命 :

10,000円 x20請/80市 x15日 /30日 x]/2=625円
21 給与課税の金額 :5,000円 -0=4,375円
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